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平成２６年第３回川島町教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時 平成２６年３月２７日(木)午後２時０５分から４時２０分 

２ 場  所 川島町コミュニティセンター ２階談話室 

３ 出席委員 鈴木喜久雄委員長、深谷邦彦委員長職務代理、大野美寿代委員 

菊池建太委員 冨田三千彦委員 

４ 欠席委員 なし 

５ 執 行 部 冨田三千彦教育長、生涯学習課長、教育総務課長、指導主事 

６ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告 

日程第 ５ (議案第６号) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共

済給付に係る保護者負担に関する規則を定めることについて 

日程第 ６ (議案第７号) 川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学

校の指定に関する規則を定めることについて 

日程第 ７ (議案第８号) 川島町立小・中学校管理規則の一部を改正する規

則を定めることについて 

日程第 ８ (議案第９号) 川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則を定めることについて 

日程第 ９ (議案第 10 号) 川島町立学校研究委嘱要綱を定めることについ

て  

日程第 10 (議案第 11 号) 川島町就学校指定変更及び区域外就学にかかわ

る取り扱い要綱を廃止する告示を定めることについて 

日程第 11 (議案第 12 号) 平成２６年度川島町教育行政重点施策について 

日程第 12 (議案第 13 号) 川島幼稚園長の任命について 

日程第 13 (議案第 14 号) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

日程第 14 (議案第 15 号) 学校面接指導医師の指定について 

日程第 15 (議案第 16 号) 図書館長の任命について 

日程第 16 (議案第 17 号) 川島町民会館館長の任命について 

日程第 17 (議案第 18 号) 川島町社会教育委員の委嘱について 

日程第 18 (議案第 19 号) 川島町文化財保護審議会委員の委嘱について 

日程第 19 (議案第 20 号) 川島町文化財保護専門調査員の委嘱について 

日程第 20 (議案第 21 号) 公民館運営審議会委員の委嘱について 

日程第 21 (議案第 22 号) 公民館長及び主事の委嘱について 

日程第 22 (議案第 23 号) 川島町スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

日程第 23 (議案第 24 号) 川島町スポーツ推進委員の委嘱について 

日程第 24 (議案第 25 号) 川島町社会教育指導員の委嘱について 

日程第 25 (議案第 26 号）平成２６年度臨時職員の任用について 



日程第 26 (報告第３号) 平成２５年度要保護及び準要保護児童生徒の追

加認定について 

日程第 27 (報告第４号) 区域外通学の許可について 

日程第 28 (報告第５号) 川島町育英資金貸付申請に係る貸付の決定につ

いて 

７ 議事の経過 別紙のとおり 

８ 傍 聴 人  １名 

９ 書  記  教育総務課主幹 金井桂子 
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委 員 長  皆さん、こんにちは。ただいまの出席委員は、５名全員であり

ます。事務局より教育総務課長、生涯学習課長等が出席しており

ます。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２６年第

３回川島町教育委員会定例会を開会いたします。 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

委 員 長  日程第１会議録署名委員の指名ですが、菊池委員を指名いたし

ます。 

 

【日程第２ 会期の決定】 

委 員 長  日程第２会期の決定ですが、会期は本日限りとします。 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】 

委 員 長  日程第３前回会議録の承認を議題といたします。 

（意見なし） 

特にご意見がないので、会議録を承認することといたします。 

 

【日程第４ 教育長報告】 

委 員 長  日程第４教育長報告に移ります。 

冨田教育長に、教育長報告をお願いします。 

（教育長報告） 

委 員 長  教育長報告ありがとうございました。 

次に、本日の議題ですが、日程第１２議案第１３号から日程第

２５議案第２６号及び日程第２６報告第３号から日程第２８報告

第５号につきましては、個人に関する情報を含み、会議を公開す

ることにより、個人の権利利益を害するおそれがあることから、

川島町教育委員会会議規則第１４条第１項第５号の規定に基づき、

非公開にすることを提案します。 

議案第１３号から議案第２６号及び報告第３号から報告５号に

つきまして非公開とすることについて、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、議案第１３号から議案第２６号及び報告第３

号から報告第５号につきましては、非公開とすることにいたしま

す。 

 

【日程第５ (議案第６号)「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給

付に係る保護者負担に関する規則を定めることについて」】 

委 員 長  それでは、日程第５議案第６号「独立行政法人日本スポーツ振

興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則を定め

ることについて」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました
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ら挙手にてお願いします。 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。 

原案に対してご異議はございませんか。 

（異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第５議案第６号「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害

共済給付に係る保護者負担に関する規則を定めることについて」

は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第６ (議案第７号) 川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべき学校の

指定に関する規則を定めることについて】 

委 員 長  続きまして、日程第６議案第７号「川島町立小・中学校の通学

区域及び就学すべき学校の指定に関する規則を定めることについ

て」を担当課長より説明を求めます。 

                （担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

深 谷 委 員  芝沼地区の子が、吉見町の東第二小学校へ行っているのはどう

やっているのか？ 

教育総務課長  就学すべき学校として小見野小学校を指定していますが、実際

は芝沼地区の子供全員が吉見町立東第二小学校へ通っており、区

域外就学の取扱いとなっています。 

深 谷 委 員  小見野小学校の児童も尐なくなっているから、できるなら小見

野小学校へきてほしいと思っているが、吉見町は複式学級がある

のか。 

教育総務課長  東第二小学校も小規模校の課題があると思いますが、複式学級

はありません。 

委 員 長  他に意見はございませんか？それでは、質疑を終結し、ここで

採決に入りたいと思います。原案に対してご異議はございません

か。 

（異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第６議案第７号「川島町立小・中学校の通学区域及び就学すべ

き学校の指定に関する規則を定めることについて」は、原案どお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第７ (議案第８号)川島町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則を

定めることについて】 

委 員 長  続きまして、日程第７議案第８号川島町立小・中学校管理規則

の一部を改正する規則を定めることについて」を担当課長より説

明を求めます。 
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（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

菊 池 委 員  各学校が、社会体験学習等を土曜日にやりたい場合も教育委員

会で判断できるのですね。土曜の休業日の授業もわかりました。

国や県に合わせて直したのですね。 

大 野 委 員  公立学校の休業日について、土曜日にできなかったのができる

ようになるなら、町では月に２回とか授業をするのですか？ 

教育総務課長  今の時点では、考えていません。 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。

原案に対してご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第７議案第８号「川島町立小・中学校管理規則の一部を改正す

る規則を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 

【日程第８ (議案第９号)川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規

則を定めることについて】 

委 員 長  続きまして、日程第８議案第９号「川島町教育委員会事務局組

織規則の一部を改正する規則を定めることについて」を担当課長

より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

深 谷 委 員  会議資料の４５ページ、第３条第２項第６号に学芸員とあるが、

今まで学芸員はなかったと思ったが、加えたのか？ 

教育総務課長  職員として、必要なら置くということです。 

生涯学習課長  昨年採用した中に資格を持った者が１人いますが、江戸期を専

門ということなので、開発をともなう発掘現場には、埋蔵文化財の

知識をもった者がいないと難しい状況ですので、実際には、県から

来ていただいて、遺物かどうか確認していただいています。 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。

原案に対してご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第８議案第９号「川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改

正する規則を定めることについて」は、原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 

【日程第９ (議案第１０号)川島町立学校研究委嘱要綱を定めることについて】 
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委 員 長  続きまして、日程第９議案第１０号「川島町立学校研究委嘱要

綱を定めることについて」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

菊 池 委 員  県からの研究委嘱も一つに数えますか？ 

教育総務課長  研究内容が同じでもいいことにしています。 

菊 池 委 員  重点施策にも活かされているのですね。わかりました。 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。

原案に対してご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第９議案第１０号「川島町立学校研究委嘱要綱を定めることに

ついて」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１０ (議案第１１号)川島町就学校指定変更及び区域外就学にかかわる

取扱い要綱を廃止する告示を定めることについて】 

委 員 長  続きまして、日程第１０議案第１１号「川島町就学校指定変更

及び区域外就学にかかわる取扱い要綱を廃止する告示を定めるこ

とについて」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

（質疑なし） 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。

原案に対してご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第１０議案第１１号「川島町就学校指定変更及び区域外就学に

かかわる取扱い要綱を廃止する告示を定めることについて」は、

原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１１ (議案第１２号)平成２６年度川島町教育行政重点施策について】 

委 員 長  続きまして、日程第１１議案第１２号「平成２６年度川島町教

育行政重点施策について号」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

委 員 長  担当課長より説明がありましたが、質疑又は意見がありました

ら挙手にてお願いします。 

菊 池 委 員  ６７ページの下から４行目、東京国際大学との連携事業は、私

も関係者ですから、何か協力できると思うので、言ってください。

７１ページの２）各種教養講座の充実で、自然観察教室の開催と
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は何ですか？ 

生涯学習課長  昨年は荒川の上流下流の生物を調査する内容でしたが、今年は、

都幾川で蛍の観察を予定しています。 

菊 池 委 員  鳥羽井の土手からのバードウォッチングも、いろいろな鳥が観

られていいと思います。 

大 野 委 員  ６７ページの(２)の２）で学校評議員制度とありますが、評議

員とは、何をしているのですか？ 

教育総務課長  学校教育法が改正され、地域住民の学校運営への参画のしくみ

として平成１２年(２０００)４月に導入されました。学校運営に関

して、校長が保護者や地域住民の方々の意見を聞くものです。 

委 員 長  それでは、質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。

原案に対してご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、日

程第１１議案第１２号「平成２６年度川島町教育行政重点施策に

ついて」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１２ (議案第１３号)川島幼稚園長の任命について】 

委 員 長  これより、非公開審議となるため、川島町教育委員会傍聴人規

則第８条の規定により、傍聴人は退場をお願いします。 

暫時、休憩します。 

（傍聴人退場） 

委 員 長  会議を再開します。 

続きまして、日程第１２議案第１３号「川島幼稚園長の任命に

ついて」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１２議案第１３号「川島幼稚園長の任命につ

いて」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１３ (議案第１４号)学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につい

て】 

委 員 長  続きまして、日程第１３議案第１４号「学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１３議案第１４号「学校医、学校歯科医及び

学校薬剤師の委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 

【日程第１４ (議案第１５号)学校面接指導医師の指定について】 

委 員 長  続きまして、日程第１４議案第１５号「学校面接指導医師の指
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定について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１４議案第１５号「学校面接指導医師の指定

について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１５ (議案第１６号)図書館長の任命について】 

委 員 長  続きまして、日程第１５議案第１６号「図書館長の任命につい

て」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１５議案第１６号「図書館長の任命について」

は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１６ (議案第１７号)川島町民会館館長の任命について】 

委 員 長  続きまして、日程第１６議案第１７号「川島町民会館館長の任

命について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１６議案第１７号「川島町民会館館長の任命

について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第１７ (議案第１８号)川島町社会教育委員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第１７議案第１８号「川島町社会教育委員の

委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１７議案第１８号「川島町社会教育委員の委

嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしまた。 

 

【日程第１８ (議案第１９号)川島町文化財保護審議会委員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第１８議案第１９号「川島町文化財保護審議

会委員の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１８議案第１９号「川島町文化財保護審議会

委員の委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 

【日程第１９ (議案第２０号)川島町文化財保護専門調査員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第１９議案第２０号「川島町文化財保護専門

調査員の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 
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（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第１９議案第２０号「川島町文化財保護専門調

査員の委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 

【日程第２０ (議案第２１号)公民館運営審議会委員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第２０議案第２１号「公民館運営審議会委員

の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２０議案第２１号「公民館運営審議会委員の

委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 

【日程第２１ (議案第２２号)公民館長及び主事の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第２１議案第２２号「公民館長及び主事の委

嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２１議案第２２号「公民館長及び主事の委嘱

について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第２２ (議案第２３号)川島町スポーツ推進審議会委員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第２２議案第２３号「川島町スポーツ推進審

議会委員の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２２議案第２３号「川島町スポーツ推進審議

会委員の委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 

【日程第２３ (議案第２４号)川島町スポーツ推進委員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第２３議案第２４号「川島町スポーツ推進委

員の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２３議案第２４号「スポーツ推進委員の委嘱

について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第２４ (議案第２５号)川島町社会教育指導員の委嘱について】 

委 員 長  続きまして、日程第２４議案第２５号「川島町社会教育指導員
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の委嘱について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２４議案第２５号「川島町社会教育指導員の

委嘱について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 

【日程第２５ (議案第２６号)平成２６年度臨時職員の任用について】 

委 員 長  続きまして、日程第２５議案第２６号「平成２６年度臨時職員

の任用について」を担当課長より説明を求めます。 

（担当課長説明） 

（非公開審議） 

委 員 長  それでは、日程第２５議案第２６号「平成２６年度臨時職員の

任用について」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 

【日程第２６ (報告第３号)平成２５年度要保護及び準要保護児童生徒の追加認

定について】 

委 員 長  続きまして、日程第２６報告第３号「平成２５年度要保護及び

準要保護児童生徒の追加認定について」を議題とし、担当課長よ

り説明を求めます。 

         （担当課長説明） 

（非公開報告） 

委 員 長  この報告につきましては、教育長の委任事項なので、次へ進み

ます。 

 

【日程第２７ (報告第４号)区域外通学の許可について】 

委 員 長  続きまして、日程第２７報告第４号「区域外通学の許可につい

て」を議題とし、担当課長より説明を求めます。 

         （担当課長説明） 

（非公開報告） 

委 員 長  この報告につきましては、教育長の委任事項なので、次へ進み

ます。 

 

【日程第２８ (報告第５号)川島町育英資金貸付申請に係る貸付の決定につい

て】 

委 員 長  続きまして、日程第２８報告第５号「川島町育英資金貸付申請

に係る貸付の決定について」を議題とし、担当課長より説明を求

めます。 

         （担当課長説明） 

（非公開報告） 
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委 員 長  この報告につきましては、教育長の委任事項なので、次へ進み

ます。 

 

【閉 会】 

委 員 長  以上をもちまして、平成２６年第３回教育委員会定例会を閉会

とします。 

        （閉会時間 午後４時２０分） 


